
Ｇ－１ 不動産業における景品類の提供の制限に関する公正競争規約 

 

公正競争規約 公正競争規約施行規則 
（目 的） 
第１条 この公正競争規約（以下「規約」という。）は、不
動産の取引に附随して不当な景品類を提供する行為の制
限を実施することにより、不動産業における不当な顧客
の誘引を防止し、もって公正な競争秩序を確保すること
を目的とする。 
 
（定 義） 
第２条 この規約において「不動産」とは、土地及び建物
（居住の用に供さないものを除く。）をいう。 
２ この規約において「事業者」とは、宅地建物取引業法
（昭和２７年法律第 176 号）第３条第１項の免許を受け
て宅地建物取引業を営む者をいう。 
３ この規約において「景品類」とは、顧客を誘引するた
めの手段として、方法のいかんを問わず、事業者が自己
の供給する不動産の取引（自己の所有する不動産の賃貸
を含む。）に附随して相手方に提供する物品、金銭その他
の経済上の利益であって、次に掲げるものをいう。ただ
し、正常な商慣習に照らして値引き又はアフターサービ
スと認められる経済上の利益及び正常な商慣習に照らし
て不動産若しくは不動産の取引に附属すると認められる
経済上の利益は含まない。 
(１) 物品及び土地、建物その他の工作物 
(２) 金銭、金券、預金証書、当せん金附証票及び公
社債、株券、商品券その他の有価証券 
(３) きょう応（映画、演劇、スポーツ、旅行その他
の催物等への招待又は優待を含む。） 
(４) 便益、労務その他の役務  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（値引きと認められる経済上の利益） 
第１条 不動産業における景品類の提供の制限に関する公
正競争規約（以下「規約」という。）第２条第３項ただし
書に規定する「正常な商慣習に照らして値引きと認めら
れる経済上の利益」とは、事業者が取引の相手方に対し、
不動産の売買代金、借賃、媒介報酬等（以下「代金等」
という。）を減額し、又は割り戻すこと等をいう。 
２ 前項に規定する値引きと認められる経済上の利益に該
当するものを例示すれば次のとおりである。 
(１) 不動産の代金等を減額すること。 
(２) 不動産の割賦販売をする場合において、無利息と
すること。  
(３) ２以上の不動産又は不動産と密接な関連を有する物品等を
合わせて販売する場合において、それぞれの価格の合計額から一
定額を減額し、又は一定率を割引すること。 
(４) 取引の対象となる不動産の品質等を高めること。 
(５) 価格交渉過程において不動産の代金等の減額に
代えて住宅機器その他住宅に関連する物品等を付加若
しくは提供すること。  
(６) その他これらに類似するものであって、不当に顧客を誘引
するおそれのないもの。 

３ 第１項に規定する値引きと認められないものを例示す
れば次のとおりである。 
(１) 不動産の代金等を減額し、又は割り戻す場合であ
っても、その金銭の使途を制限すること。 
(２) 景品類と不動産の代金等の減額等とを相手方に
選択させるなど、景品類の提供と一連の企画に基づい
て代金等の減額等をすること。 
(３) 電気料、水道料又はガス料等を一定期間にわたっ
て負担すること。 
(４) その他これらに類似するものであって、不当に顧客を誘引
するおそれのあるもの。 

 
（アフターサービスと認められる経済上の利益） 
第２条 規約第２条第３項ただし書に規定する「正常な商
慣習に照らしてアフターサービスと認められる経済上の
利益」とは、不動産の補修点検その他不動産の取引若し
くは使用のため必要な物品又は便益その他のサービスを
いう。 
２ 前項に規定するアフターサービスと認められる経済上
の利益に該当するものを例示すれば次のとおりである。 
(１) 補修（部材等の交換を含む。）、点検等を行うこと。 
(２) 宅地建物取引業法に基づいて提供する便益その
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他の経済上の利益  
(３) その他これらに類似するものであって、不当に顧客を誘引
するおそれのないもの。 
３ 第１項に規定するアフターサービスと認められないものを例示す
れば次のとおりである。 
(１) 住宅の増改築費を提供すること。 
(２) その他これらに類似するものであって、不当に顧客を誘引
するおそれのあるもの。 
 
（不動産又はその取引に附属すると認められる経済上の利
益） 
第３条 規約第２条第３項ただし書に規定する「正常な商
慣習に照らして不動産若しくは不動産の取引に附属する
と認められる経済上の利益」とは、不動産と構造上若し
くは機能上密接な関連を有するもの若しくは用途上不可
分の関係にある設備その他のもの、又は不動産と一体と
なって直接不動産の機能若しくは効用を高めるためのも
の並びに媒介業務等に密接な関連を有する便益をいう。 
２ 前項に規定する不動産又は不動産の取引に附属すると
認められる経済上の利益に該当するものを例示すれば次
のとおりである。 
(１) 電気、ガス、上下水道施設、暖冷房施設、照明設
備、厨房設備その他不動産と機能上、構造上直接の関
連を有する設備（一定の範囲内で取引の相手方が選択
できる場合を含む。） 
(２) 畳、建具その他の造作 
(３) 造り付けの家具等 
(４) 別荘等の効用を高めるため、これと一体として開
発されたゴルフ場その他のレジャー施設等の利用権を
当該別荘等の購入者に与えること。 
(５) 不動産の所在地までの案内のための費用であっ
て、妥当な範囲内のもの。 
(６) 不動産取引に関する法律、税務その他の相談に応
ずること。 
(７) その他これらに類似するものであって、不当に顧客を誘引
するおそれのないもの。 

３ 第１項に規定する不動産又は不動産の取引に附属する
と認められないものを例示すれば次のとおりである。 
(１) 宝飾品、旅行、オートバイ、自動車その他不動産
と直接関連のない物品等。 
(２) 他人の供給する商品又は役務についての購入費
を負担すること。 
(３) その他これらに類似するものであって、不当に顧客を誘引す
るおそれのあるもの。 

 
（景品類の提供とみなす場合） 
第４条 第１条第２項、第２条第２項及び前条第２項に規
定する経済上の利益を提供する場合であっても、次に掲
げる場合は景品類の提供とみなすものとする。 
(１) 提供の相手方を懸賞の方法により特定する場合  
(２) 相手方に景品類の提供であると認識される表現
又は方法で提供する場合（第１条第２項第１号及び第２
号に規定する経済上の利益を提供する場合を除く。） 
 
（取引価額） 
第５条 規約第３条に規定する取引価額は次の各号に掲げ
るところによる。 
(１) 事業者自らが当事者（代理して取引を行う場合を
含む。）となって不動産の売買又は交換を行う場合（媒
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（一般消費者に対する景品類の提供の制限） 
第３条 事業者は、一般消費者に対し、次に掲げる範囲を
超えて景品類を提供してはならない。 
(１) 懸賞により提供する景品類にあっては、取引価
額の２０倍又は１０万円のいずれか低い価額の範囲。
ただし､この場合において提供できる景品類の総額
は､当該懸賞に係る取引予定総額の 100 分の２以内と
する。 
(２) 懸賞によらないで提供する景品類にあっては、
取引価額の１０分の１又は 100 万円のいずれか低い
価額の範囲 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２ 次に掲げる経済上の利益については、景品類に該当す
る場合であっても、懸賞によらないで提供するときは、
前項の規定を適用しない。 
(１) 不動産の取引又は使用のため必要な物品、便益
その他の経済上の利益であって、正常な商慣習に照ら
して適当と認められるもの 
(２) 開店披露、創業記念等の行事に際して提供する
物品又はサービスであって、正常な商慣習に照らして
適当と認められるもの 

３ 第１項第１号の規定にかかわらず、「懸賞による景品類
の提供に関する事項の制限」（昭和５２年３月１日公正取
引委員会告示第３号）第４項の規定（共同懸賞）に該当
する景品類の提供については､同項の定めるところによ
るものとする｡ 
４ 事業者は、一般消費者に対し、旅行、視察会その他名
目のいかんを問わず、旅行先において不動産の取引の勧
誘をする旨を明示しないで、宿泊旅行等への招待又は優
待をしてはならない。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

介を行う事業者と共同して行う場合を含む｡）は、当該
不動産の売買代金若しくは交換に係る不動産の価額と
する。 
(２) 事業者自らが当事者（代理して取引を行う場合を
含む。）となって不動産を賃貸する場合（媒介を行う事
業者と共同して行う場合を含む。）は、当該賃貸借契約
を締結するために必要な費用の額（名目のいかんを問
わず賃貸借契約満了後に返還される金銭を除く。）とす
る。ただし、土地の賃貸借で権利金（権利金その他い
かなる名義をもってするかを問わず権利設定の対価と
して支払われる金銭であって返還されないものをい
う。）の授受があるものについては、当該権利金の額と
する。 
(３) 事業者が不動産の売買、交換又は賃貸借の媒介を
行う場合は、媒介に際して受けることができる報酬の
額とする。 

 
（不動産の販売等のため必要な物品、便益等の提供） 
第６条 規約第３条第２項第１号に規定する経済上の利益
に該当するものを例示すれば次のとおりである。 
(１) 交通不便な場所にある不動産の販売に際し、公共
交通機関が整備されるまでの間における最寄駅までの
送迎をすること又はこれに準ずると認められる便益を
提供すること。 
(２) ローン提携販売をする場合において、利子補給を
すること。 
(３) 家具、照明器具その他住宅に密接な関連を有する
備品等の割引購入をあっせんすること。 
(４) 不動産の引渡し又は所有権の移転若しくは抵当
権の設定のための費用を負担すること。 
(５) 火災保険、住宅保険等の損害保険料を負担するこ
と。 
(６) 管理費を負担すること。 
(７) 自己の供給する不動産又は不動産の取引におい
て用いられる割引券その他割引を約する証票（特定の
不動産又は役務と引き換えることにしか用いることが
できないものを除く。） 
(８) 自己の供給する不動産又は不動産の取引及び他
の事業者の供給する商品又は役務の取引に共通して用
いられるものであって同額の割引を約する証票（同率
の割引を約するものを除く。）。 
(９) その他これらに類似するものであって、不当に顧客を誘引
するおそれのないもの。 

２ 規約第３条第２項各号に規定する経済上の利益を提供
する場合において、その提供の相手方を限定し、又は当該
経済上の利益が著しい特典であるかのように強調するよ
うな広告は、行ってはならないものとする。 
 
（景品類の価額の算定基準） 
第７条 規約第３条に規定する景品類の価額の算定は、景
品類の提供に係る取引の相手方がそれを通常購入する場
合の価格により行う。 
２ 同一の取引に附随して２以上の景品類が提供される場
合の景品類の価額については、懸賞により提供するもの
と懸賞によらないで提供するものとを区別して、それぞ
れ次に掲げるところによる。 
(１) 同一の事業者が行う場合は、別々の企画によると
きでも、これらを合算した額とする。 
(２) 他の事業者と共同して行う場合は、別々の企画に
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（公正取引協議会及び公正取引協議会連合会の事業） 
第４条 社団法人北海道不動産公正取引協議会、東北地区
不動産公正取引協議会、社団法人首都圏不動産公正取引
協議会、北陸不動産公正取引協議会、東海不動産公正取
引協議会、社団法人近畿地区不動産公正取引協議会、中
国地区不動産公正取引協議会、四国地区不動産公正取引
協議会及び九州不動産公正取引協議会（以下これらを
「公正取引協議会」という。）は、この規約の目的を達
成するため、次の事業を行う。 
(１) この規約の周知徹底に関すること。 
(２) この規約に関する相談に応じ、又はこの規約の
適用を受ける事業者の指導に関すること。 
(３) この規約の規定に違反する疑いのある事実の調
査及びこの規約を運用するために必要な資料を収集
するための実態調査に関すること。 
(４) この規約の規定に違反する事業者に対する措置
に関すること。 
(５) 不当景品類及び不当表示防止法その他公正取引
に関する法令の普及及び違反の防止に関すること。 
(６) 関係官公庁及び関係団体との連絡に関するこ
と。 
(７) 不動産取引の公正化に関して研究すること。 
(８) 一般消費者からの苦情処理に関すること。 
(９) その他必要と認められること。 
２ 不動産公正取引協議会連合会は、この規約の目的を達
成するため、次の事業を行う。 
(１) 前項各号（第３号の事実の調査及び第４号を除
く。）に掲げる事業並びに同項の公正取引協議会の事
業に関する指導、助言及び協力に関すること。 
(２) この規約の解釈及び運用の統一に関すること。 
(３) 公正取引委員会に対する認定及び承認の申請並
びに届出に関すること。 

 
（違反に対する調査） 
第５条 公正取引協議会は､第３条の規定に違反する事実
があると思料するときは、その事実について必要な調査
を行うため、当該事業者若しくは参考人を招致し、これ
らの者に資料の提出、報告若しくは意見を求め、又は当
該事業者の事務所その他の事業を行う場所に立ち入る
ことができる。 
２ 事業者は、前項の調査に協力しなければならない。 
３ 公正取引協議会は、前項の規定に違反する事業者に対
し、当該調査に協力するよう警告することができる。 
４ 第１項の調査の手続及び調査を行う者の選任手続は、
規則に定めるところによる。 
５ 第１項の調査を行う者は、その身分を示す証票を携帯
し、関係者に提示しなければならない。 
 
（違反に対する措置） 

よるときでも、共同した事業者のそれぞれについて、
これらを合算した額とする。 
(３) 他の事業者と共同しないで、景品類を追加した場
合は、追加した事業者について、これらを合算した額
とする。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



公正競争規約 公正競争規約施行規則 
第６条 公正取引協議会は、第３条の規定に違反する行為
があると認めるときは、当該事業者に対し、当該違反行
為を直ちに中止すること若しくは当該違反行為を排除
するために必要な措置を直ちに採るべきこと若しくは
第３条の規定に違反する行為を再び行ってはならない
ことを警告し、又は５０万円以下の違約金を課すること
ができる。 
２ 事業者は、前項に規定する警告を受けたときは、当該
警告の内容である措置を直ちに実施し、又は当該警告の
内容に反する行為を行ってはならない。 
３ 公正取引協議会は、事業者が前項の規定に違反してい
ると認めるときは、当該事業者に対し、300 万円以下の
違約金を課し、公正取引協議会の構成員である資格を停
止し、若しくは除名し、又は公正取引委員会に対し、不
当景品類及び不当表示防止法（昭和３７年法律第134号）
の規定に従い適当な措置を講ずるよう求めることがで
きる。  
４ 公正取引協議会は、第１項及び前項に規定する措置（警
告を除く。）を採ろうとするときは、当該事業者に対し、
あらかじめ期日及び場所を指定して、事情聴取をしなけ
ればならない。事情聴取に際しては、当該事業者に、意
見を述べ、及び証拠を提出する機会が与えられなければ
ならない。 
５ 公正取引協議会は、前条第３項の警告をした場合にお
いて、その警告を受けた事業者がその警告に従わないと
きは、当該事業者に対し、３０万円以下の違約金を課す
ることができる。 
６ 公正取引協議会は､第１項、第３項及び前項の規定によ
る措置を講じたときは、その旨及びその措置の内容を遅
滞なく文書をもって公正取引委員会に報告するものと
する。 
 
（規則の制定） 
第７条 不動産公正取引協議会連合会は、この規約の実施
に関する規則を定めることができる。 
２ 前項の規則を定め又は変更しようとするときは、公正
取引委員会の承認を受けるものとする。 
   
附 則 

１ この規約は、公正取引委員会の認定のあった日（平成
１４年１２月２６日）から施行する。 
２ 次に掲げる規約は、廃止する。 
(１) 不動産業における景品類の提供の制限に関する
公正競争規約（昭和５８年公正取引委員会告示第１８
号） 
(２) 不動産業における景品類の提供の制限に関する
公正競争規約（昭和５８年公正取引委員会告示第１９
号） 
(３) 不動産業における景品類の提供の制限に関する
公正競争規約（昭和５８年公正取引委員会告示第２０
号） 
(４) 不動産業における景品類の提供の制限に関する
公正競争規約（昭和５８年公正取引委員会告示第２１
号） 
(５) 不動産業における景品類の提供の制限に関する
公正競争規約（昭和５８年公正取引委員会告示第２２
号） 
(６) 不動産業における景品類の提供の制限に関する
公正競争規約（昭和５８年公正取引委員会告示第２３

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（運用基準の制定） 
第８条 不動産公正取引協議会連合会は、規約を施行する
ため運用基準を定めることができる。 
２ 前項の運用基準を定め又は変更しようとするときは、
公正取引委員会の事前確認を受けるものとする。 
   
附 則  

１ この施行規則の変更は、公正取引委員会の承認のあっ
た日から施行する。 
２ 次に掲げる規則は、廃止する。 
(１) 不動産業における景品類の提供の制限に関する
公正競争規約施行規則（昭和５８年１０月１４日公取
指第 745 号） 
(２) 不動産業における景品類の提供の制限に関する
公正競争規約施行規則（昭和５８年１０月１４日公取
指第 746 号） 
(３) 不動産業における景品類の提供の制限に関する
公正競争規約施行規則（昭和５８年１０月１４日公取
指第 747 号） 
(４) 不動産業における景品類の提供の制限に関する
公正競争規約施行規則（昭和５８年１０月１４日公取
指第 748 号） 
(５) 不動産業における景品類の提供の制限に関する
公正競争規約施行規則（昭和５８年１０月１４日公取
指第 749 号） 
(６) 不動産業における景品類の提供の制限に関する
公正競争規約施行規則（昭和５８年１０月１４日公取
指第 750 号） 
(７) 不動産業における景品類の提供の制限に関する
公正競争規約施行規則（昭和５８年１０月１４日公取
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号） 
(７) 不動産業における景品類の提供の制限に関する
公正競争規約（昭和５８年公正取引委員会告示第２４
号） 
(８) 不動産業における景品類の提供の制限に関する
公正競争規約（昭和５８年公正取引委員会告示第２５
号） 
(９) 不動産業における景品類の提供の制限に関する
公正競争規約（昭和５８年公正取引委員会告示第２６
号） 

３ この規約の施行前に終了した取引に附随して
行う景品類の提供については、なお従前の例に
よる。 

指第 751 号） 
(８) 不動産業における景品類の提供の制限に関する
公正競争規約施行規則（昭和５８年１０月１４日公取
指第 752 号） 
(９) 不動産業における景品類の提供の制限に関する
公正競争規約施行規則（昭和５８年１０月１４日公取
指第 753 号） 

 

 

 


